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現行規約 規約改正案 改正の理由等 

（土地及び共用部分等の管理） 

第２２条 土地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担

においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常

の使用に伴うものについては､専用使用権を有する者がその責任と負担にお

いてこれを行わなければならない。 

２ 専有部分である設備のうち棟の共用部分と構造上一体となった部分の管

理を棟の共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ

れを行うことができる。 

３ 専有部分の設備で他の住戸内にあって、専有部分の所有者の管理が及ばな

いものは、管理組合の管理対象とみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（土地及び共用部分等の管理） 

第２２条 土地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担に

おいてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使

用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこ

れを行わなければならない。 

２ 専有部分である設備のうち棟の共用部分と構造上一体となった部分の管理

を棟の共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がその責

任と負担においてこれを行うことができる。 

３ 専有部分の設備で他の住戸内にあって、専有部分の所有者の管理が及ばない

ものは、管理組合の管理対象とみなす。 

４ 第２項及び第３項の規定を準用し、管理組合が共用部分の給水管及び排水管

の改修工事を実施するとき、中層棟、高層棟及びメゾネット棟の専有部分の給

水管、給湯管及び排水管の全部又は一部の改修工事（以下、本条では「当該改

修工事」という。）を共用部分との一体工事とみなし、管理組合の責任と負担

で実施することができる。ただし、当該改修工事完了後の専有部分の管理は、

各団地建物所有者が行うものとする。 

５ 前項において、管理組合が行う当該改修工事を既に実施した団地建物所有者

は、その旨を管理組合に届け出るものとする。 

６ 前項の届け出を行なった団地建物所有者に対し、団地総会の決議により公平

の観点から応分の工事費相当額を返戻することができる。 

７ 団地建物所有者は、第１項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して

書面による承認を受けた場合を除き、土地及び共用部分等の管理を行うことが

できない。ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分

を所有する団地建物所有者が行う管理の実施が、緊急を要するものであるとき

は、この限りでない。 

８  前項の申請及び承認の手続については、第１７条第２項、第３項、第６項及

び第７項の規定を準用する。 

９ 理事長は、災害等の緊急時においては、団地総会又は理事会の決議によらず

に、土地及び共用部分等の必要な管理を行うことができる。  

標準管理規約第 21条

（土地及び共用部分

等の管理）に合わせ第

７項～第９項を新た

に規定する。第７項

に、第１項ただし書の

管理を行う場合は、届

出を要し、承認を受け

ることを条件とする

旨を、第８項に申請・

承認手続を、第９項

に、災害等の緊急時に

おける専用使用権の

ない土地又は共用部

分の必要な管理を、理

事会や団地総会の決

議なしに予め理事長

に一任できることを

定める。 

併せて、第２項及び第

３項に関連する定め

（第４項～第６項）を

置く。 
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現行規約 規約改正案 改正の理由等 

（修繕積立金） 

第２９条 管理組合は、修繕積立金積立区分等細則により、各団地建物所有者

が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、第

２項、第３項及び修繕積立金積立区分等細則に従い、取り崩すことができる。 

２ 積み立てた修繕積立金は、土地、附属施設及び団地共用部分については、

次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩

すことができる。 

 一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 

 二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕 

 三 土地、附属施設及び団地共用部分の変更 

 四 その他土地、附属施設及び団地共用部分の管理に関し、団地建物所有者

全体の利益のために特別に必要となる管理                     

 五 前各号の各業務を行うのに必要な専門的知識を有する者の活用  

３ 積み立てた修繕積立金は、それぞれの棟の共用部分については、次の各号

に掲げる特別の管理に関する経費に限って取り崩すことができる。  

 一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 

 二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕 

 三 棟の共用部分の変更 

 四 その他棟の共用部分の管理に関し、その棟の区分所有者全体の利益のた

めに特別に必要となる管理 

 五 前各号の各業務を行うのに必要な専門的知識を有する者の活用 

４ （条文略） 

（修繕積立金） 

第２９条 管理組合は、修繕積立金積立区分等細則により、各団地建物所有者が

納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、第２項、

第３項及び修繕積立金積立区分等細則に従い、取り崩すことができる。 

２ 積み立てた修繕積立金は、土地、附属施設及び団地共用部分については、次

の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すこ

とができる。 

 一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 

 二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕 

 三 土地、附属施設及び団地共用部分の変更 

 四 その他土地、附属施設及び団地共用部分の管理に関し、団地建物所有者全

体の利益のために特別に必要となる管理                     

 五 前各号の各業務を行うのに必要な専門的知識を有する者の活用（条文略） 

３ 積み立てた修繕積立金は、それぞれの棟の共用部分については、次の各号に

掲げる特別の管理に関する経費に限って取り崩すことができる。  

 一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕（第２２条第４項に定める改修工

事を含む） 

 二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕 

 三 棟の共用部分の変更 

 四 その他棟の共用部分の管理に関し、その棟の団地建物所有者全体の利益の

ために特別に必要となる管理 

 五 前各号の各業務を行うのに必要な専門的知識を有する者の活用 

４ （条文略） 

第２２条第４項～第

６項の追加に伴う補

足及び文言変更。 

 


